
自転車指導啓発重点地区等（弘前警察署）
令和７年

【重点地区】
南大町一丁目及び

弘前東高校前駅周辺
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弘前駅

弘前市立第三中学校

重点地区
重点路線

【重点路線】 県道石川百田線（土手町～富田町８）
選定理由
駅周辺の交通量の多い路線であり、自転車通行量が多い。

【重点路線】 県道石川土手町線（富田３丁目～松原西１丁目）
選定理由
学生の通学路であり、朝夕の自転車の交通量が市内で最も多い路線である。

【重点地区】 南大町一丁目及び
弘前東高校前駅周辺

選定理由
駅があり、学生の通学路でも

あることから、自転車の交通量
が多い。

自転車安全利用５則
１ 車道が原則。左側を通行。
歩道は例外。歩行者を優先。

２ 交差点では一時停止。安全確認。
３ 夜間はライトを点灯。
４ 飲酒運転は禁止。
５ ヘルメットを着用。
令和８年４月１日から、自転車の交
通違反に「交通反則通告制度」（反則
金制度）が導入され、違反行為に対し
交通反則切符（青切符）による取締り
が行われます。
１６歳以上の方が対象です。
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